
※ 開発行為において上水道施設管理者協議承認後以降に図面等の変更が発生した場合は、速やかに
　 「開発地等給水工事着手届兼申請書（変更届）」を提出し、再度、宗像地区水道管理センターと

協議すること。

開発行為　新規配水管布設工事が伴う場合のフローチャート

福津市 開発協議関係課一覧表

「上水道施設管理者協議書」

一式作成 ※様式第1号

審査（内部決裁）

審査終了後 開発者へ連絡

「開発地等給水工事着手届兼申請書」

一式作成 ※様式第2号

「道路占用許可申請書」

一式作成 ※各道路管理者指定の様式

開発者が水圧試験依頼・実施を行う

充水完了後 水圧試験開始

「公共・公益施設の管理引継願書」

一式作成 ※様式第3号

竣工書類・写真審査

審査終了後 開発者へ連絡

上水道施設完成承認通知書兼

公共・公益施設の管理引継承諾書

本復旧工事（ピン打ち含む）

開発者 水道管理センター

個別調書の回答提出

審査（内部決裁）

審査終了後 開発者へ連絡

審査後 道路管理者へ提出

許可書受領後 開発者へ連絡

工事着工

既設管に施工を行う箇所は、水道管理センターへ立会を依頼する

配管工事終了後 仮検査を実施

充水作業

水道管理センターがバルブ操作を行う

竣工検査

給水受付開始は以下の日付から
県開発ではない場合：管理引継承諾書決裁日の翌営業日

県開発の場合：県完了公告日の翌営業日

開発終了

管理引継承諾書 受領

洗管作業

※必要と判断した場合

個別調書作成 開発者へ提出
※宗像市の場合は、事前協議会で提出。

開発者から 個別調書の回答を受領

宗像市 開発事前協議会へ参加
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※実線は必ず行う

※破線部分は、水道管理センターが必要と
　判断した場合実施する

開発行為　配水管布設工事が伴わない場合のフローチャート

福津市 開発協議関係課一覧表

開発者 水道管理センター

個別調書の回答提出 開発者から個別調書の回答を受領

宗像市 開発事前協議会へ参加

（水道管理センターは個別調書を都市再生課へ提出）

宗

像

市

福
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市

施設課給水係と協議を実施

給水申請

個別調書作成

（必要と判断した場合）

開発者から 回答を受領
個別調書

回答作成・提出

施設課給水係と協議を実施

給水申請

開発者と協議

（給水係）

開発者と協議

（給水係）


